
令和３年度 第１回 藤沢市介護保険運営協議会 

 

日 時 ：２０２１年（令和３年）６月３０日（水） 

   午後２時００分から午後４時００分まで 

会 場 ：藤沢市役所 本庁舎７階 ７－１・７－２会議室  

            開催形式：ＷＥＢ会議 

 

１ 開 会 

・事務局 定刻となりましたので，ただいまから令和３年度 第１回藤沢

市介護保険運営協議会を開催させていただきます。この会議は

会議録を作成し，公開することとなっていますので，会議の内

容を録音させていただきます。 

議題（１）から（１０）につきましては公開といたしますが，

議題（１１）につきましては，「非公開情報」に該当しますので，

ご了承ください。 

また，本来であれば，本協議会の委員としてご就任いただく

皆様に，委嘱状の交付を行わせていただくところですが，新型

コロナウイルス感染症対策のためＷＥＢ会議での開催とさせて

いただいておりますので，大変恐縮ではございますが，委嘱状

につきましては，あらかじめ郵送させていただいておりますの

で，よろしくお願いいたします。 

なお，本日，Ｌ委員，Ｄ委員におかれましては，ご都合によ

り欠席とのご連絡をいただいております。 

２ 福祉部長挨拶 

・事務局 初めに，福祉部長からあいさつをさせていただきます。 

・福祉部長 この度は介護保険運営協議会委員を引き受けていただきあり

がとうございます。本来ですと，委嘱状をお渡しするところで

すが，このような状況でございますので郵送で送らせていただ

きました。 

コロナウイルスのワクチン接種につきましては，今日時点で

５５歳以上の方にクーポン券を発送しております。７月１０日

までには，１６歳以上の皆様に送る予定でございます。問い合

わせや予約が殺到することを防ぐため分けて発送しておりま

す。ワクチンの接種を進めて，オリンピックを成功させたいと

思っております。 

藤沢ではセーリング，ヨットの競技が行われますが，ヨット

が風上のほうに向かっていく理由は，帆に風を受けると揚力と



いう飛行機と同じ原理で４５度まで風上の方向へ進むことがで

きるということです。メインセイルという大きな帆のほかに，

「ジグ」という小さなもう一つの帆があり，両方ないとうまく

進めないということでございます。 

したがいまして，メインセイルとジグが協力し合って風上の

方に進む。福祉とまちづくりの共生を進めておりますが，これ

を進めるためには，そういった協力が必要だと思っておりま

す。３年間の任期でそれぞれの役割を果たし，連携して皆さん

と一緒に介護保険運営協議会を進めてまいりたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

３ 委員自己紹介 

・事務局 続きまして，本日，初めてお顔をあわせる方もいらっしゃる

と思いますので，委員の皆様から「自己紹介」をお願いしたい

と思います。名簿順で，お名前と選出母体のみお願いいたしま

す。 

（各委員から自己紹介） 

 ありがとうございました。事務局につきましては，お手元の

出席名簿に代えさせていただきたいと思います。 

４ 会長・副会長の選出 

・事務局 それでは，これから会長・副会長の選出に移ります。介護保

険条例施行規則第６６条により，「委員の互選」となっておりま

すが，いかがいたしましょうか。 

・Ｐ委員 会長には，これまでに引き続き，医師会から推薦のＥ委員に

会長をお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

・事務局 ただいま，Ｐ委員からご提案がございましたが，委員の皆さ

まいかがでしょうか。 

・各委員 異議なし 

・事務局 ありがとうございます。それでは会長はＥ委員に決定いたし

ました。次に副会長については，会長からご指名いただくこと

でよろしいでしょうか。 

・各委員 異議なし 

・会長 副会長には薬剤師会又は歯科医師会からの推薦の委員に交互

に就任いただいた経緯もありますので，今回は，副会長には，

歯科医師会選出のＦ委員を推薦させていただきたいと思いま

す。 

・事務局 それでは，副会長にＦ委員の推薦がございましたが，委員の

皆様，よろしいでしょうか。 

・各委員 異議なし 



・事務局 ありがとうございました。副会長はＦ委員に決定いたしまし

た。それでは，ここからの進行につきましては，会長にお願い

したいと思います。 

なお，ご発言をされる委員の方は，挙手をしていただき，会

長から指名がありましたら，発言をお願いいたします。 

会長よろしくお願いいたします。 

・会長 早速，議題に入りたいと思います。 

活発にご審議をいただくため，事務局からの説明は簡潔・明瞭

にまとめていただきたいと思います。 

５ 議 題 

＜公開議題＞ 

（１）介護保険運営協議会の役割 

・事務局 【資料１】に基づき説明・事前質問に回答 

・会長 事務局の説明及び回答が終わりました。他にご質問・ご意見

などがありましたらお願いいたします。 

 （質問なし） 

（２）「いきいき長寿プランふじさわ２０２３（藤沢市高齢者保健福祉計画・第 8 

期藤沢市介護保険事業計画）」について 

・事務局 【資料２】に基づき説明・事前質問に回答 

・会長 事務局の説明及び回答が終わりました。他にご質問・ご意見

などがありましたらお願いいたします。 

・Ｆ委員 事前質問させていただいた件ですが，前回の改定の際には１

９億円を取り崩したことにより保険料を据え置き，今回大きな

引上げとなったことについて，介護保険課としての考えをお聞

きしたい。 

・事務局 前回，基金を投入して保険料を据え置いたため，今回の計画

において保険料の引上げが大きくなってしまったことは認識し

ています。結果として，被保険者の方に対する負担感がどうで

あったのかについては，今後分析し，評価していかなければな

らないと考えています。 

・Ｆ委員 利用者の方に対するきちんとした説明が必要であり，本来，

運営協議会で審議されるべきであるにも関わらず，十分な審議

がされなかったと思っています。次期改定の際には，きちんと

議論をさせていただくことをお約束していただきたい。 

・事務局 計画策定にあたっては，この運営協議会及び別に開催してい

る高齢者施策検討委員会から選出された委員による計画策定委

員会の中で，審議していただいたと認識しています。 

・Ｆ委員 私自身も計画策定委員会の委員として出席していたが，審議



はほとんどされていないと感じており，この運営協議会におい

ても説明は行われていないと認識しています。 

第７期の計画策定の際には，運営協議会に報告もあり，保険

料額について協議をした記憶がありますが，前年度の運営協議

会では協議したということはないと思います。Ｈ委員はいかが

でしょうか。 

・Ｈ委員 この運営協議会において十分な審議が行われたということは

ないと感じています。 

・Ｆ委員 計画策定と，この運営協議会に諮ることと，両方が大事だと

考えているので，次回にはぜひお願いしたい。 

・会長 Ｆ委員から，運営協議会での審議が不十分ではないかという

発言をいただきました。また，Ｈ委員からもあまり検討が深く

されていなかったという意見をいただきました。この意見を踏

まえ，次の策定の際には深まるようにとのご意見として承りま

す。 

・事務局 今回の第８期の計画策定にあたっての介護保険料額につきま

しては，１２月議会に報告を行っております。第７期の計画策

定の際には，２月議会での報告１回のみでしたが，第８期の計

画では，給付費の伸びに伴い，介護保険料を引き上げざるを得

ないと想定されていたため，なるべく早い段階でお知らせする

ことが必要であると考え，１２月には皆様に５，６００円程度

に上がる見込みがあることをお示しさせていただいておりま

す。また，同様の趣旨からパブリックコメントにもかけさせて

いただきました。 

ただ，委員の皆様が詳しい説明がなかったと感じていたとの

ことでしたので，第９期の計画策定の際にはもう少し丁寧に説

明させていただきたいと思います。 

・会長 次期計画の策定には，皆様のご意見をいただいたうえで，決

めてまいりたいと思います。 

（３）地域包括支援センター活動報告 

・事務局 【資料３】に基づき説明・事前質問に回答 

・Ｓ委員 民生委員として活動する中，包括支援センターとＣＳＷの皆

様は献身的に働いていただいていると感じています。 

配置数に関しては，藤沢東部は，実際には足りていない状態

です。優秀なスタッフの方が疲弊している実情があると感じて

います。長く続かず，辞められる方もいるので，人員の配置に

ついては，数値上のみならず，実情に即した配置を考慮してい

ただきたい。 



・事務局 地域包括支援センターには，様々な事業を行っていただてい

ます。職員配置に関しましては，地域の事情も考慮しながら毎

年見直しを行っているところです。それぞれの地域包括支援セ

ンターの方と連携しながら，人数や体制も強化していきたいと

考えていますので，今後もご協力をお願いいたします。 

・Ｏ委員 コロナ禍の中で，公園体操は，一時休止しているところもあ

りましたが，再開を望む声も多くありました。再開にあたって

は，ロコモの予防など，なかなか外にでる機会のない方の対応

をさていただいているところです。 

・Ｊ委員 包括の職員から，困難ケースが非常に多いと聞いています。

人員体制的に２００人増えるごとに０．１人となっています

が，人間は０．１人の配置はできないので，融通を利かせてほ

しいという声があがっています。 

・事務局 ０．１人に加えて，介護保険法上の予防給付の人数もプラス

されます。また，困難事例という点では，高齢者支援課におい

ても高齢者虐待を含め，包括支援センターと連携を図っている

ところです。また，個別の事例検討会の開催や，場合によって

は，市職員が一緒に対応しており，包括支援センター任せでは

なく，協力体制を整えていくことが大事だと考えています。 

人員体制につきましても，藤沢市独自として見直しを進めて

おり，実態としては，０．１人よりも手厚くなっています。今

後も協議をしながら進めてさせていただきたいと考えていま

す。 

（４）指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの業務委託可能な居宅介護支

援事業所の承認 

・事務局 【資料４】に基づき説明 

・会長 この件について，ご意見等ありますでしょうか。 

 （意見なし） 

  それでは，今回の審議事項の内容を運営協議会で承認したい

と思います。事務局よろしくお願いいたします。 

（５）令和３年度地域密着型サービス事業所の整備・運営事業者の募集 

・事務局 【資料５】に基づき説明・事前質問に回答 

・Ｍ委員 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に応募があったとのこと

ですが，このサービスが導入されて６年目となりますが，ケア

マネジャーへの周知徹底がされていないことから，運営には苦

慮している状況があります。新しい事業所を開設しても経営が

難しくなってくるのではないかと考えています。 

ケアマネジャーへの教育という面で，更新研修の際には説明



がされていますが，市としては，ケアマネジャーに対しする周

知をどのように考えているのでしょうか。 

・事務局 市としましても，今後，ケアマネジャー宛ての通知文書への

同封や，居宅介護事業所連絡協議会とも連携をしながら周知を

図っていきたいと考えています。 

・Ｍ委員 他市では，ケアマネジャーの勉強会を開催した際に，定期巡

回の事業所の職員が説明を行っていることもあると聞いていま

すので，是非ご検討をお願いしたいと思います。 

・Ｎ委員 利用の仕方や，市内には２事業所しかないことから，地域的

に利用が難しい方，夜間に頻回に対応が必要な場合に事業所の

対応が難しいという点から，相談に繋がらない可能性があると

考えています。 

もう少し活用されるよう，協議会でも研修会を実際に開催で

きるよう検討していきます。 

（６）第７期計画の進捗状況（給付費等） 

・事務局 【資料６】に基づき説明・事前質問に回答 

・Ｊ委員 実際，かなり人材が不足している状況です。質の低下は顕著

に表れており，今後さらに施設が増えた場合には，質の担保が

できない状況が想定されます。事故の発生件数の増加にも繋が

っていく懸念があることから，職員の育成について，市と協議

してもっとより良いものにしていきたいと考えています。 

・Ｋ委員 人材不足については，全く改善する状況にはないことから，

人材育成が喫緊の課題であると考えています。継続的に検討を

お願いいたします。 

・Ｍ委員  ヘルパーの質の向上と人員の確保は大きな課題です。人材確

保は今後さらに厳しくなっていくことが想定されるため，策定

委員会等での検討をお願いいたします。 

（７）ケアプラン点検事業について 

・事務局 【資料７】に基づき説明・事前質問に回答 

・Ｆ委員 ５４件のうち５件程度が不適切というのはかなり多いと思い

ますので，認識を改める必要があると思います。 

質問１６に対しての回答で「居宅ケアプランの基本的な考え

方と書き方」を作成されているとのことですので，委員に情報

共有していただきたいです。 

資料７にあるチェックリストは，自己評価の項目となってお

り，チェックリストではありませんでした。この事業は委託事

業で，介護保険課は関わっていないという印象を受けたのです

がいかがでしょうか。 



・事務局 「居宅ケアプランの基本的な考え方と書き方」については，

委員の皆様に後日送付させていただきます。 

再考が必要なケアプランが５件あったことに関しては，市も課

題があると感じていますので，ケアマネジャーと情報共有しなが

ら改善していきたいと思います。 

事業の件については，ケアプランの作成は専門的な知識が求め

られ，職員が点検を実施することが難しいため，専門業者に委託

して実施しているところです。 

・Ｆ委員 介護保険課と高齢者支援課にいる専門職の職員が関わってい

かなければならないと考えます。認定審査とケアプランが別々に

なっていると感じていますが，認定審査は対象者がどのようなケ

アプランが必要なのかを見つけ出すための資料となっていて，そ

の際にケアプランが適切になっていなければ効率的にいかされ

ることはない，一体的にしていくように考え方を変えなければ，

介護給付費の増加，人手が足りないという悪循環に繋がってしま

うと考えます。何か視点を変えるというような考え方はないでし

ょうか。 

・Ｈ委員 質の向上に向けて，普段から地域包括支援センターはケアマネ

ジャーとどのように関わっているのでしょうか。 

・Ｏ委員 地域包括支援センターとしては，ケアマネサロンを通して，ケ

アマネジャーに対する情報提供等を行っています。また，特定事

業所加算を取得している居宅介護支援事業者は，事例検討会を開

催しており，オブザーバーとして出席し,ケアマネジャーのバッ

クアップをしています。ケアプラン点検という点では，細かいケ

アプランの作成の仕方に関してのバックアップは薄くなってい

る状況です。ケアプラン点検の実施事業者は，複数の事業者とし

た方が客観的な指導を受けられるのではないかと感じます。 

・Ｎ委員 ケアプラン点検を実際に受けた立場としては，質の向上を図れ

る機会となったと感じています。居宅介護支援事業所連絡協議会

の研修等は，時間の都合から参加する事業者に偏りがある状況で

す。適正ではないケアプランがあるという事実を反省して，研修

等を増やしていくことが必要だと感じています。 

・Ｊ委員 ケアプラン点検は１つの事業者により行われていますが，その

事業者は良い評価も悪い評価もあると思いますので，２者にでき

ないのでしょうか。 

・事務局 ケアプラン点検を実施している事業者が現状，１者のみとなっ

ています。今後，委託先の事業者の選択肢が増えた場合には，公

平に決定いたします。より良い事業を運営していくためにも，



様々な評価があることについては，現在の事業者に伝えます。 

・Ｊ委員 ケアプランは必要な方に必要なサービスを提供することが目

的であり，文書の表現ばかりを指摘されると本末転倒となってし

まいますので，その点は事業者に指摘していただきたいと思いま

す。 

・Ｆ委員 介護保険課には保健師もいらっしゃるので，事業者に任せるば

かりでなく，高齢者支援課などとも連携しながら実施方法を検討

していただきたいと思います。そのことが，医療費・介護給付費

の抑制に繋がっていくものと考えていますので，検討をお願いし

ます。 

（８）介護人材育成支援事業について 

・事務局 【資料８】に基づき説明・事前質問に回答 

・Ｉ委員 事業の優先順位が，現場のニーズに即したものとなっているの

でしょうか。 

・事務局 外国人支援事業補助金に関しては，当初，外国人留学生と技能

実習生のみを対象としていたところ，事業者からの意見に基づ

き，令和３年度からは特定技能外国人とＥＰＡによる介護福祉士

候補者も補助対象として拡充を行っています。 

・Ｈ委員 人材育成支援事業について，今後どのように周知を図っていく

のか教えてください。 

・事務局 介護職員等研修受講料の助成に関しては，研修実施機関にチラ

シの配布を依頼していきます。また，外国人介護職員受入支援事

業につきましては，補助対象となる介護施設と連携をはかりなが

ら周知していく予定です。 

（９）窓口業務等協働事業について 

・事務局 【資料９】に基づき説明・事前質問に回答 

・会長 運営の時間の都合上，質疑については省略させていただきま

す。 

（１０）その他 

① 高齢者の保健事業と介護予防の一体化について 

・事務局 【資料】に基づき説明 

・Ｆ委員 介護保険と医療保険のデータを突合し，どこに問題があるかを

把握することができる。要支援等の比較的軽度の認定者につい

て，介護認定の際のフレイル状況の把握は大変重要となると思っ

ています。市では今後の連携方法を検討中とのことなので，次回

の運営協議会で示していただきたいと思います。 

・事務局 了解いたしました。 

＜非公開議題＞ 



（１１）地域密着型サービス事業者等の指定状況 

６ 閉会 

・会長   以上で，本日の議題はすべて終了いたしました。会議の円

滑な進行にご協力いただきましてありがとうございました。 

 

以 上 


